
     
 

改定前 改定後（2026 年 2 月 9 日改定） 

第 7 条 （ハートの獲得）  

（1）サービス利用者は次の場合にハートを獲得します。 

 ① サービス利用者が運転意識チェックに記載されている運転のポイントを意識した運転ができたと申告したとき 

 ② サービス利用者が登録したご契約のお車での移動で、一定以上の運転スコアを獲得した場合。ただしハートが獲得

できるのは 1 日 1 記録です。 

（2）ハートの獲得期間は、当社の総合自動車保険契約の申込日を獲得開始日とし、保険終了日を獲得終了日とし

ます。ただし、継続契約の場合は、保険開始日を獲得開始日とします。 

（3）（2）の規定にかかわらず、保険契約が解約または解除された場合は、解約・解除日を獲得終了日とし、保険

契約が取消または無効となった場合は、取消または無効の手続きが完了した日を獲得終了日とします。 

（4）（2）の規定にかかわらず、保険契約者の変更が行われた場合は、変更前の保険契約者においては、変更日を

獲得終了日とし、変更後の保険契約者においては、変更日を獲得開始日とします。 

（5）保険契約 1 件につきハートの獲得数は最大 3000 とします。 
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第 10 条（本サービスにより取得した情報の取扱い） 

（1）当社は、本サービスの対象期間に、次の情報を取得します。なお、①と③の情報については、当社による取得を停

止する場合は、サービス利用者はスマートフォンによる位置情報取得の設定をオフにする必要があります。 

 ① 移動に関する情報（走行時間およびスマートフォンに内蔵のセンサーによる計測値。なお、電車や自転車等のあら

ゆる移動手段のデータを取得します。） 

 ② スマートフォン等の OS・機種に関する情報 

 ③ GPS、携帯基地局または Wi-Fi アクセスポイントから把握したサービス利用者の位置情報 

 ④ 本アプリのログ情報 

  

（2）当社および東京海上グループ各社は、サービス利用者が本サービスの利用にあたって当社に提供する情報につい

て、次の各号いずれかの目的または第 9 条（個人情報の取扱い）に定める利用目的で使用させていただく場合があり

ます。 

 ① 本サービス内容の履行（運転スコアや運転履歴の表示、衝撃検知等） 

 ② 本サービスの改良または新機能の追加 

 ③ 新規サービス・新商品の開発および研究 

 ④ 当社サービス品質(移動種別判定や衝撃検知等)の向上に資する研究 

 ⑤ 保険金のお支払いに必要となる事故発生時の運転状況・経路等に関する確認 

 ⑥ 事故に関わる損害賠償請求を受けた場合の折衝・示談または調停・訴訟に関する当社による協力または援助 

 ⑦ ①から⑥に掲げる利用目的に準ずるまたはこれらに関連する目的 

 ⑧ その他、当社の「お客さま情報の取扱い方針」2.個人情報の利用目的について に定める利用目的 

（3）当社は、(2)に定める目的のために、サービス利用者から取得した情報を、当社、東京海上グループ各社との間

で、共同利用できるものとします。 
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改定前 改定後（2026 年 2 月 9 日改定） 

（4） 当社は第 10 条(1)に定める情報について、以下の提携先企業との間で共同利用を行います。 

 ① 共同利用する個人データの項目 

 第 10 条(1)に定める情報 

 ② 共同利用する者の範囲 

 株式会社デンソー 

 ③ 共同利用する者の利用目的 

 第 10 条(2)に定める利用目的の達成において必要となる「yuriCargo API・SDK」の以下の目的（本サービスは株

式会社デンソーの提供する「yuriCargo API・SDK」を通じて本アプリを開発し提供しております。） 

 a.yuriCargo API・SDK の提供・運営のため（適切かつ安全なサービス等の提供のための不正対策を含みます） 

 b.yuriCargo API・SDK の改善や株式会社デンソーが取り扱う製品・サービスなどの企画・研究・開発・品質向上、

交通安全推進・啓発のため 

 c.yuriCargo API・SDK のご利用状況等の調査、分析のため 

 ④ 個人データの管理について責任を有する者の名称及び住所ならびに代表者氏名 

東京海上ダイレクト損害保険株式会社（住所および代表者の氏名等については会社概要のページをご覧ください。） 

（5）保険契約者は、同じご契約のお車のサービス利用者に利用を承認する場合は、当社の総合自動車保険契約に

おける次の事項をサービス利用者に開示することに同意するものとします。 

 ① ご契約のお車の車名、登録番号 

 ② 保険契約者の氏名、記名被保険者の氏名 

 ③ 事前登録した自宅の駐車場の住所、JAF 会員情報（氏名・会員番号）等 

 ④ 事故連絡日時、事故日時、事故の状況その他の事故連絡内容（当社への事故連絡が未完了の状態で保存し

ている場合に限ります。） 

（6）サービス利用者は、本サービスによる情報の取得の停止を希望する場合は、本アプリのアンインストールを行うものと

します。 

 

 

（4）当社は第 10 条(1)に定める情報について、以下の提携先企業との間で共同利用を行います。 

① 共同利用する個人データの項目 

第 10 条(1)に定める情報 

② 共同利用する者の範囲 

株式会社デンソー 

③ 共同利用する者の利用目的 

第 10 条(2)に定める利用目的の達成において必要となる「yuriCargo API・SDK」の以下の目的（本サービスは株

式会社デンソーの提供する「yuriCargo API・SDK」を通じて本アプリを開発し提供しております。） 

 a.yuriCargo API・SDK の提供・運営のため（適切かつ安全なサービス等の提供のための不正対策を含みます） 

 b.yuriCargo API・SDK の改善や株式会社デンソーが取り扱う製品・サービスなどの企画・研究・開発・品質向上、

交通安全推進・啓発のため 

 c.yuriCargo API・SDK のご利用状況等の調査、分析のため 

 ④ 個人データの管理について責任を有する者の名称及び住所ならびに代表者氏名 

東京海上ダイレクト損害保険株式会社（住所および代表者の氏名等については会社概要のページをご覧ください。） 

（5）保険契約者は、同じご契約のお車のサービス利用者に利用を承認する場合は、当社の総合自動車保険契約に

おける次の事項をサービス利用者に開示することに同意するものとします。 

 ① ご契約のお車の車名、登録番号 

 ② 保険契約者の氏名、記名被保険者の氏名 

 ③ 事前登録した自宅の駐車場の住所、JAF 会員情報（氏名・会員番号）等 

 ④ 事故連絡日時、事故日時、事故の状況その他の事故連絡内容（当社への事故連絡が未完了の状態で保存し

ている場合に限ります。） 

（6）サービス利用者は、本サービスによる情報の取得の停止を希望する場合は、本アプリのアンインストールを行うものと

します。 

（7）当社は、本サービスの対象期間が終了した後、システム処理が完了するまでの間、継続して（1）に定める情報

を取得する場合があります。 

 


